
 

 

 

専決処分報告 第 １ 号 

 

 

インフルエンザ対策のための県立学校における臨時休業に関する 

専決処分報告 

 

 インフルエンザ対策のための県立学校における臨時休業に関して高知県教育

委員会事務専決規程（平成４年３月高知県教育委員会訓令第１号）第６条第１項

の規定に基づき、教育長において臨時に専決したので、同条第２項の規定により

別紙のとおり報告し、承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

  (34)前各号に揚げるもののほか、教育委員会が特に重要であると認める事項を決定すること。 

 

高知県教育委員会事務専決規程 

 第６条 教育長は、第２条に定める事務以外の事務について緊急やむを得ない事情により教育

委員会に付議することができないときは、これを臨時に専決することができる。 

 ２ 教育長は、前項の規程により臨時に専決したときは、次の教育委員会の会議に報告し、承認

を得なければならない。 
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県立学校における臨時休業について 

 

 １ 高知小津高等学校 

対象 期間 日数 

全日制２年６Ｈ 令和８年１月２２日（木） １日間 

理由：インフルエンザ拡大防止のため 

 

 

 ２ 高知追手前高等学校吾北分校 

対象 期間 日数 

全日制１年 令和８年２月３日（火） １日間 

理由：インフルエンザ拡大防止のため 

 

 

 ３ 清水高等学校 

対象 期間 日数 

全日制１年ＡＨ・ＢＨ 令和８年２月９日（月） １日間 

理由：インフルエンザ拡大防止のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別紙  

 

参考 学校保健安全法 
 

（臨時休業） 

第 20 条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部 

 又は一部の休業を行うことができる。 


